
　

夫
や
パ
ー

ト
ナ
ー
か
ら

の
暴
力
、職
場

な
ど
に
お
け

る
セ
ク
シ
ャ

ル・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、ス
ト
ー
カ
ー
行
為
と

い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
人
権
問
題
に
関
す
る

相
談
に
応
じ
ま
す
。

　

相
談
内
容
の
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
の

で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
期
間
＝
11
月
15
日
（
日
）
～
11
月
21
日

（
土
）　

▼
相
談
時
間
＝
月
～
金
曜
日
の
午

前
８
時
30
分
～
午
後
７
時
、
土
・
日
曜
日

の
午
前
10
時
～
午
後
５
時

▼
名
古
屋
法
務
局
人
権
擁
護
部

☎（
０
５
２
）９
５
２
局
８
１
１
１

集
え
若
き
力
！
深
め
よ
う
地
域
の
絆
！

～
み
ん
な
で
考
え
よ
う
田
原
の
ま
ち
～

　
「
地
域
の
絆
」「
少
子
化
問
題
」
な
ど
、

今
後
の
田
原
の
ま
ち
づ
く
り
に
と
っ
て
大

切
な
問
題
を
、
市
内
の
関
係
団
体
の
皆
さ

ん
と
一
緒
に
考
え
ま
す
。

　

将
来
の
田
原
市
の

た
め
、
次
代
を
担
う

子
ど
も
た
ち
の
未
来

の
た
め
、
皆
さ
ん
も

ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ

い
。

▼
日
時
＝
11
月
29
日
（
日
）
午
後
２
時
～

４
時　

▼
場
所
＝
田
原
文
化
会
館
文
化
ホ

ー
ル　

▼
定
員
＝
３
８
０
名
（
先
着
順
）

▼
参
加
料
＝
無
料　

▼
申
し
込
み
＝
不
要

で
す
。
直
接
会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

▼
㈳
田
原
青
年
会
議
所

☎
23
局
２
７
４
０　

23
局
２
３
９
６

　

炎
症
性
腸
疾
患
の
患
者
と
そ
の
家
族
を

対
象
に
講
演
会
を
開
催
し
ま
す
。
ぜ
ひ
ご

参
加
く
だ
さ
い
。

▼
日
時
＝
11
月
29
日
（
日
）
午
後
１
時
30

分
～
３
時　

▼
場
所
＝
豊
川
保
健
所
蒲
郡

保
健
分
室　

▼
演
題
＝
炎
症
性
腸
疾
患
と

治
療　

▼
講
師
＝
溝
上
祐
士
先
生
（
蒲
郡

市
民
病
院
消
化
器
科
部
長
）　

▼
定
員
＝

30
名
（
先
着
順
）　

▼
参
加
料
＝
無
料　

▼
申
し
込
み
＝
11
月
20
日
（
金
）
ま
で
に

電
話
に
て

▼
豊
川
保
健
所

☎（
０
５
３
３
）86
局
３
１
８
９

■
裁
判
員
制
度
実
施
２
年
目
に
向
け
て

　

５
月
21
日
か
ら
裁
判
員
制
度
が
始
ま

り
、
こ
れ
ま
で
円
滑
に
実
施
さ
れ
て
い
ま

す
。
２
年
目
と
な
る
平
成
22
年
分
の
裁
判

員
候
補
者
名
簿
に
つ
い
て
も
、
全
国
の
地

方
裁
判
所
で
昨
年
と
同
様
に
作
成
さ
れ
ま

す
。

■
裁
判
員
候
補
者
名
簿
記
載
通
知

　

裁
判
員
候
補
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
方

に
は
、
11
月
中
に
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
こ

と
の
通
知
（
名
簿
記
載
通
知
）
を
お
送
り

し
ま
す
。

　

こ
の
通
知
は
、
平
成
22
年
２
月
か
ら
平

成
23
年
２
月
こ
ろ
ま
で
の
間
に
裁
判
所
に

お
越
し
い
た
だ
き
、
裁
判
員
に
選
ば
れ
る

可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
事
前
に
お
伝
え
し

す
る
た
め
に
お
送
り
す
る
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
裁
判
員
候
補
者
の
方
の
事
情
を

早
期
に
把
握
す
る
た
め
、
調
査
票
を
お
送

り
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
ご
回
答
の
内
容
に

よ
り
、
明
ら
か
に
辞
退
が
認
め
ら
れ
る
場

合
な
ど
に
裁
判
所
に
お
越
し
い
た
だ
く
こ

と
の
な
い
よ
う
に
し
て
、
裁
判
員
候
補
者

の
方
々
の
ご
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
の
も

の
で
す
。
調
査
票
の
い
ず
れ
の
項
目
に
も

当
て
は
ま
ら
な
い
方
は
、
返
送
は
不
要
で

す
。

　

な
お
、
実
際
の
事
件
の
裁
判
員
候
補
者

に
選
ば
れ
た
場
合
に
は
、
具
体
的
な
裁
判

の
日
程
を
前
提
に
、
あ
ら
た
め
て
辞
退
の

ご
希
望
を
伺
い
ま
す
。

　

裁
判
員
制
度
に
ご
理
解
、
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

▼
名
古
屋
地
方
裁
判
所
事
務
局
総
務
課

☎（
０
５
２
）２
０
３
局
９
０
９
２

　

家
屋
に
か
か
る
税
金
に
は
、
固
定
資
産

税
と
都
市
計
画
税
が
あ
り
、
毎
年
１
月
１

日
現
在
で
「
家
屋
課
税
台
帳
」
に
登
録
さ

れ
て
い
る
所
有
者
に
対
し
課
税
さ
れ
ま

す
。

　

家
屋
を
取
り
壊
し
た
場
合
は
、
必
ず
年

内
に
届
け
出
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
届
け

出
が
な
い
場
合
、
取
り
壊
し
の
確
認
が
取

れ
ず
、
引
き
続
き
課
税
さ
れ
て
し
ま
う
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
12
月
末
ま
で
に
法
務
局
で
滅
失

登
記
を
行
う
方
は
、
届
け
出
の
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。

▼
税
務
課

☎
23
局
３
５
１
０　

23
局
０
１
８
０

家
屋
を
取
り
壊
し
た
と
き
は

届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
！

相
談
専
用 

「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」

☎（
０
５
７
０
）０
７
０
局
８
１
０

「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」

強
化
週
間

田
原
青
年
会
議
所

ま
ち
づ
く
り
討
論
会

炎
症
性
腸
疾
患
講
演
会
を

開
催
し
ま
す

裁
判
員
制
度

名
簿
記
載
通
知
を
発
送
し
ま
す
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